
藻場再生・創出に関する
ガイドブック骨子案

（概要版）

ガイドブック作成にあたって

対象

特徴

県内で藻場の再生・創出活動を始めることを考えている一般の漁業者や市民等

〇県内の藻場の変遷

〇関係者との合意形成等に必要な情報、具体的な連絡先

〇藻場再生の相談窓口

〇県内の藻場再生、海岸での活動団体の情報

〇県内の藻場創出・再生活動の事例紹介 など

兵庫県に特化したガイドブック

兵庫県版の藻場再生・創出ガイドブックを作成

藻場等の再生・創出の主な課題（昨年度の連絡会議資料より抜粋）

〇藻場の創出方法等について

〇藻場の繁茂状況等の効率的な調査方法について

〇関係者（漁協、管理者等）との合意形成が困難

〇新たに活動する参加者を増やす仕組みづくり など
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3/26はじめに

• ガイドブックでは、県内で藻場の再生・創出活動を始めることを考えている一般の
漁業者や市民等の方にむけて、藻場再生・創出手法、関係者との合意形成方法、
法的手続き、簡易な調査化手法等を整理しました。

• なお、藻場再生・創出手法等については、「磯焼け対策ガイドライン」（水産庁、R3）、
「海の自然再生ガイドブックその計画・技術・実践－ 第3巻 藻場編」（海の自然再
生ワーキンググループ､H15）、「アマモ類の自然再生ガイドライン」（水産庁・マリノ
フォーラム21、H19）等で、既に詳細に整理されています。

• そのため、本ガイドブックでは、具体的な藻場再生・創出手法等については紹介程
度の記載にとどめ、藻場の変遷や、関係者との合意形成等に関して必要な事項、
藻場再生の窓口等の兵庫県独自の内容を中心に整理しました。

 「ひょうごブルーカーボン連絡会議」の設立経緯、ガイドブックの作成経緯、内
容を簡単に記載

ガイドブックの内容について（会議設立経緯、ガイドブック作成経緯は割愛）



4/26１ 藻場再生・創出に係る基本的な事項

1.1 兵庫県の藻場について

藻場の種類

①産卵場および保育場

②摂餌場および隠れ場

③流れ藻の供給

④ブルーカーボン生態系
としての機能

⑤環境の安定化

⑥自然とのふれあいの場、
環境学習の場

藻場の役割

• 兵庫県における主な藻場のタイプと構成種を下表に
示します。兵庫県全域で見ると、アラメ・カジメ場、ガ
ラモ場が大きな面積を占めています。

• また、県内でも瀬戸内海側と日本海側で藻場のタイ
プは大きく異なります。

• 瀬戸内海側では、アラメ・カジメ場が大きな面積を占
めており、ガラモ場、アマモ場、ワカメ場等も存在して
います。

• 日本海側海域では、ガラモ場が大きな面積を占めて
おり、アラメ・カジメ場等も存在してます。

主な藻場のタイプ 構成種 

海藻類 

アラメ・カジメ場 
アラメ、サガラメ、カジメ（クロメ、ツルアラメはその変種）、

アントクメ（暖海性コンブ類、アラメ・カジメ類） 

ワカメ場 ワカメ（ヒロメ、アオワカメを含む） 

ガラモ場 アカモク、ヤツマタモク、ノコギリモク等のホンダワラ類 

テングサ場 マクサ、オオブサ、ヒラクサ、オバクサ等のテングサ目海藻 

海草類 アマモ場 アマモ、コアマモ、タチアマモ等の海産顕花（種子）植物 

 

兵庫県における主な藻場のタイプと構成種

5/26１ 藻場再生・創出に係る基本的な事項

1.1 兵庫県の藻場について

海域ごとの藻場の変遷 湾灘ごとの藻場の変遷(瀬戸内海海域のみ)

平成2年

(第4回自然環境保全基礎調査)

平成25～27年

(平成29・30年兵庫県藻場調査)

令和4・5年

(瀬戸内海における藻場・干潟分布状況調査)

瀬戸内海海域/日本海海域 大阪湾/播磨灘/紀伊水道

藻場等の水平分布(例)

兵庫県における藻場の変遷  瀬戸内海海域、日本海海域の藻場の変遷を整理



6/26１ 藻場再生・創出に係る基本的な事項

1.2 活動にあたっての注意事項

沿岸域の種類と必要な手続き

 藻場再生・創出活動等を実
施する際の、各区域の管理
者等への必要な手続きの概
要を整理（右表）

 ただし、必要な手続きの種
類は作業内容等よって異な
るため、土木事務所等に確
認し、指示に従って手続きを
進める必要がある

 「3.1 沿岸域の種類と必要
な手続きについての連絡
先」に確認のための連絡先
を掲載

主な沿岸域の種類及び必要な手続きの概要

7/26１ 藻場再生・創出に係る基本的な事項

1.2 活動にあたっての注意事項

漁業権者との調整について

 漁業権の概要を整理（右
表）

 漁業権（特に共同漁業権、
区画漁業権）の設定区域内
で、藻場の再生・創出活動
等を実施する場合は漁業権
者（漁業協同組合等）と調
整が必要

 「3.2 漁業権者との調整に
ついての連絡先」に調整の
窓口となる連絡先を掲載

各漁業権の概要と注意事項



8/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

 藻場再生・創出及び維持管理のフローを整理

藻場再生・創出及び維持管理の
大まかなフロー

• 藻場の再生・創出にあたっては、事前調査の
結果を基に、再生・創出計画を策定し、計画に
沿って再生・創出を実施

• 実施後は、維持管理のため定期的なモニタリ
ングや評価を行い、藻場が定着しなかった場
合等は、原因を推測し、対策を講じる必要あり

9/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.1 海藻藻場の再生・創出

 県下に分布する主な海藻（ワカメ、カジメ、クロメ、シダモク、アカモク、ノコギリモク、
タマハハキモク、ヨレモク等）について生育条件の概要を整理

(1)水温、塩分、波浪 (2)光量

• 着生基質は崩壊や摩耗しにくい材料で、転倒や移動しない重量であることが望まれる
• 藻場が近傍にある自然海岸であれば、藻場を再生・創出できる可能性は高くなる
• 人工海岸であれば、自然海岸よりも藻場を再生・創出できる可能性は低くなる
• ただし、緩傾斜護岸、浅場等であれば、直立護岸よりも藻場を再生・創出できる可能性は高くなる

生育条件

概要のみを記載しているが、さらに詳しい情報を確認できるよう出典もあわせて掲載

(3)底質の状況等



10/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.1 海藻藻場の再生・創出

 造成地、造成種、再生・創出手法等を決定するための、調査、ヒアリング内容及び簡易的
な調査方法について整理

調査・ヒアリングのイメージ 各環境要因についての簡易的な調査方法

候補地周辺の調査・ヒアリング

調査項目注)

・光量
・透明度
・水温
・塩分
・海底地形、水深
・波浪
・底質
・藻場分布、構成種など

調査項目注) 

・光量
・透明度
・水温
・塩分
・海底地形、水深
・波浪
・底質など

生息条件(p.15～)を
踏まえた比較検討

ヒアリング項目
・かつての藻場の位置
・かつての藻場構成種
・藻場の変化の状況
・生息生物の状況
・水質、底質の変化の状況
・流れの変化の状況など

・再生・創出する種を決定する

・藻場造成適地を確認する

・海藻の生育阻害要因を把握する

・藻場造成手法を決定する

河
川

造成候補地

藻場

11/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.1 海藻藻場の再生・創出

海藻の再生・創出手法

 海藻の主な再生・創出手法の概要を整理

再生・創出手法



12/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.2 海草藻場の再生・創出

 アマモの生育条件の概要を整理

(1)水温、塩分、波浪 (2)光量

(3)底質の状況等

• 底質の状況は移植候補地の周辺に分布する天然アマモ群衆と同様な砂泥質の地盤
• 対象とする海域の底質を採取し、1mm前後のふるい等を使って、砂粒の大きさを測定し、ふるいの

上に砂泥が半分以上残るような場所は粗すぎて適さない
• 人が立って足が沈んてしまうような軟弱な地盤では泥分が多く適さない
• 海底土壌の堆積、洗堀にともなう地盤高の上下変動（砂の流動）が月に±10cm以上あるとアマモの

定着は困難

生育条件

概要のみを記載しているが、さらに詳しい情報を確認できるよう出典もあわせて掲載

13/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.2 海草藻場の再生・創出

 造成地、再生・創出手法等を決定するための、調査、ヒアリング内容及び簡易的な調査
方法について整理

調査・ヒアリングのイメージ 各環境要因についての簡易的な調査方法

候補地周辺の調査・ヒアリング

調査項目注)

・光量
・透明度
・水温
・塩分
・海底地形、水深
・波浪
・底質
・アマモ場分布など

調査項目注) 

・光量
・透明度
・水温
・塩分
・海底地形、水深
・波浪
・底質など

生息条件(p.20～)を
踏まえた比較検討

ヒアリング項目
・かつてのアマモ場の位置
・アマモ場の変化の状況
・生息生物の状況
・水質、底質の変化の状況
・流れの変化の状況など

・アマモ場造成適地を確認する

・アマモの生育阻害要因を把握する

・アマモ場造成手法を決定する

河
川

造成候補地

アマモ場



14/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.2 海草の再生・創出

アマモの再生・創出手法

 アマモの主な再生・創出手法の概要を整理

再生・創出手法

15/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.3 維持管理

 維持管理のための藻場の面積や被度

等のモニタリング手法を整理

 藻場の分布だけでなく、環境要因等も

モニタリングすることで、藻場の維持、

拡大が阻害されている場合、原因を

推定し、対策を講じることが可能

簡便なモニタリング手法

生育場所
潮下帯以下

の海中

海底の藻場
が見える 海底の藻場

が見えない海面からの視程

海中の視程
3m以上 3m未満

潮間帯

瀬戸内海の平均透視
度は8m程度であり、
それより深い藻場では
海面での調査は困難

海中の視程が悪いと藻体に
接近する必要があり視野の
狭小化や機材トラブル誘発

留意事項等
位置

情報の
精度※

調査範囲
の広さ

難
易
度

環境タイプデータ
の取得
場所

調査方法
DCBA

・泥干潟では安全性を考慮し判断高地先まで低●陸上踏査陸
上
作
業 ・撮影画像の補正が必要高

地先～
市域

高●●空中空中ドローン

・藻場の位置・範囲に応じて船が必要
・映像確認

高地先まで中●海面水上ドローン

陸
上
作
業

・船が必要高地先まで低●海面
船上目視

（箱めがね）

・藻場の位置・範囲に応じて船が必要
・映像確認・位置情報付加

低地先まで中●●海中水中ドローン

・船が必要高
地先～
市域

中●●海中
ケーブル
水中カメラ

・船が必要
・データ解析が必要

高
地先～
市域

高●●●海中音響測量

・藻場の位置・範囲に応じて船が必要高地先まで低●海面シュノーケリング

潜
水
作
業

・船が必要高
地先～
市域

中●●海面マンタ法

・藻場の位置・範囲に応じて船が必要
・映像確認・位置情報付加

低地先まで中●●●海中
潜水目視

(スキューバ)

� � � �

※調査時にGPS等でデータ取得場所の緯度経度を取得できる場合に高いと判断

「令和5年度 閉鎖性海域における藻場・干潟のブルーカーボン機能把握調査業務報告書」（環境省、R6）を一部改変



16/26２ 藻場の再生・創出及び維持管理

2.3 維持管理

 藻場が育まれた後の生物多様性についての評価指標を整理

豊かな海づくり（生物多様性）の指標化

(1)藻場を利用する生物（藻場タイプ別）

• 藻場を生育場、産卵場、餌場等として利用する生物（下表）が確認された場合、
藻場生態系が育まれてきていると評価

藻場を生育場、産卵場、餌場等として利用する生物の一覧

17/26３ 藻場再生・創出に関わる各種窓口等

3.1 沿岸域の種類と必要な手続きについての連絡先

沿岸域の種類、必要な手続きについての連絡先一覧

 沿岸域の種類、必要な手続きを確認するための連絡先を記載



18/26３ 藻場再生・創出に関わる各種窓口等

3.2 漁業権者との調整についての連絡先

漁業権についての連絡先一覧

 漁業権の設定区域の確認や漁業権者との調整のための窓口となる機関の
連絡先を記載

19/26３ 藻場再生・創出に関わる各種窓口等

3.3 護岸の状況についての連絡先

護岸の状況についての連絡先一覧

 藻場造成場所等を検討するにあたり、候補地周辺の護岸の状況（直立護岸、
緩傾斜護岸等）を知りたい場合の連絡先を記載



20/26３ 藻場再生・創出に関わる各種窓口等

3.4 藻場再生・創出活動の相談窓口

 藻場再生・創出活動の相談窓口として、本会議の構成機関（行政）の連絡先を
記載

藻場再生・創出活動についての相談窓口

21/26３ 藻場再生・創出に関わる各種窓口等

3.5 海岸保全活動団体(環境教育含む)一覧・活動区域

番号 市町名 地域団体名 取組内容 地図

1 神戸市
兵庫漁業協同組合
（他4団体）

神戸市兵庫区に位置する兵庫運河において、近畿地方整
備局と神戸市が2つの干潟を創出。
　地元小学校による環境学習の場としての利用や、兵庫
漁業協同組合（他4団体）による、運河内の清掃活動の
他、継続的なアマモ場造成など、維持管理活動を実施。
　令和3年度には、Jブルークレジットが認められ、令和4
年度も継続認証されている。

①

東亜建設の協力で塩屋漁港東側でアマモ場造成を実施。
塩屋漁港で小学生を招待し、アマモの植栽イベントを実
施。
水産体験学習プログラム企画運営事業の受託事業者とし
て、里海教室等を実施。
水産多面的機能発揮事業を活用し、海底耕うんや清掃、
モニタリングを実施。

②

須磨海釣り公園沖で廃棄するワカメのメカブロープを活
用した実証実験を神戸市と協力し実証。

③

3 神戸市 神戸農政公社
栽培漁業センターでアマモの栽培実験を実施。
平磯海づり公園でアオリイカ産卵床設置や清掃等を実
施。

④

4 神戸市 須磨里海の会
アマモの移植、清掃及びモニタリング
海底耕うん

③

5 姫路市
姫路市漁業協同組合・
日本製鉄株式会社・
五洋建設株式会社

カルシア改質土を用いて浅場を造成し、藻場を創出。藻
場の造成に効果があったとして、ＪＢＥ（ジャパンブ
ルーエコノミー技術研究組合）にJブルークレジット認証
申請を行う予定。

⑤

6 西宮市 アマモ種子バンク 御前浜及び香櫨園浜におけるアマモの創出 ⑥

7 明石市 アマモ種子バンク
江井ヶ島等でのアマモ場の安全と創出や生物調査
アマモの種子の採取・保存・提供

⑦

8 相生市 相生湾自然再生学習会議
アマモの種蒔き（地元小学校、子ども里海クラブなどと
ともに実施）

⑧

9 加古川市 加古川市豊かな海を守る会

環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の
確保など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の
発揮に資する地域の活動の一貫として、保護区（藻場）
の設置を行っている。

⑨

10 高砂市 高砂市豊かな海を守る会
干潟の安全（海底耕耘、浮遊・堆積物の除去、機能発揮
のための生物移植）※保護区域の設定にて藻場育成施設
を設置している。

⑩

11 たつの市
岩見地区豊かな海づくり
活動組織

干潟の安全（耕うん42.5ha、稚貝の沈着促進5ha、浮遊堆
積物の除去1.5ha、モニタリング55ha）※水産多面的機能
発揮対策交付金対象事業（国70％、県15％、市15％）と
して実施、団体は漁協を中心とした組織

⑪

12 たつの市
宝津区豊かな海づくり
活動組織

干潟の安全（耕うん48ha、浮遊堆積物の除去1ha、モニタ
リング49ha）
※水産多面的機能発揮対策交付金対象事業（国70％、県
15％、市15％）として実施、団体は漁協を中心とした組
織

⑫

2 神戸市 神戸市漁業協同組合等

番号 市町名 地域団体名 取組内容 地図

1 神戸市 兵庫運河を美しくする会

定期的に兵庫運河の清掃活動を行うとともに、会員であ
る地元漁協（兵庫漁協）が中心となり、子どもたちに運
河の自然を身近に親しんでもらうイベントの開催や、運
河に生息する生物調査を実施している。
（平成22年度に環境保全功労者知事表彰を受けている）

①

2 神戸市
特定非営利活動法人
神戸海さくら

定期的に（月１回＋海水浴場開設中は毎日）須磨海岸の
清掃活動を行うとともに、海洋環境問題について啓発す
るセミナーを開催している。

③

3 洲本市 炬口区豊かな海づくり活動組織 ⑬

4 洲本市 由良区豊かな海づくり活動組織 ⑭

5 洲本市 五色区豊かな海づくり活動組織 ⑮

6 相生市 あいおいカニカニブラザーズ カニを中心に、海岸の生物調査及び開眼清掃活動 ⑧

7 相生市 相生湾自然再生学習会議 「シバナ」「アマモ｝の保全活動及び海岸清掃活動 ⑧

8 加古川市 加古川市豊かな海を守る会

環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の
確保など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の
発揮に資する地域の活動の一貫として、海底耕耘等を実
施している。

⑨

9 赤穂市 赤穂市立坂越中学校 年1回、生島海岸清掃を実施している。 ⑯

10 赤穂市 赤穂市立赤穂東中学校 年1回、御埼海岸清掃を実施している。 ⑰

11 高砂市 高砂市漁業協同組合
環境保全事業（漁港・漁協の清掃）、海底耕耘、海底清
掃

⑩

12 高砂市 高砂市豊かな海を守る会
環境保全事業（漁港・漁協の清掃）、海底耕耘、海底清
掃

⑩

干潟の耕うん、浮遊・堆積物の除去等の干潟等の保全活
動（水産多面的機能発揮事業）

藻場等の保全・再生・創出に
関する取組みを行う地域団体

海岸清掃や生物調査等海の環境保全に
関する取組みを行う地域団体

 近隣で活動している団体との連携、情報共有などを狙って、県内で活動する海岸保全
活動団体の一覧を掲載

地点図

令和5年度ひょうごブルーカーボン連絡会議（第2回）資料（兵庫県、R5）より作成



22/26４ 藻場再生・創出の課題への対応、再生・創出事例等

 昨年度のひょうごブルーカーボン連絡会議内にて挙げられた藻場造成における課題の
対応方法、対応事例等を整理

4.1 藻場再生・創出の課題への対応事例等

課題への対応方法、対応事例

藻場再生・創出についての課題
（昨年度連絡会議にて整理）

23/26４ 藻場再生・創出の課題への対応、再生・創出事例等

4.2 藻場再生・創出事例等

 各事例を個票形式で整理

先進的取組事例 兵庫県内の再生・創出事例



24/26４ 藻場再生・創出の課題への対応、再生・創出事例等

4.2 藻場再生・創出事例等
沿岸域における自然共生サイトの認証事例

 藻場再生・創出活動を実施することで、自然共生サイトの認証へと繋がる可能性あり

自然共生サイト｜30by30｜環境省（https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/）より作成

25/26５ 参考情報等

• 「海の自然再生ガイドブックその計画・技術・実践－ 第3巻 藻場編」
（海の自然再生ワーキンググループ､H15）

• 磯焼け対策ガイドライン(水産庁,R5)

• アマモ類の自然再生ガイドライン（水産庁・マリノフォーラム21､H19）

• Ｊブルークレジット®認証申請の手引き(JBE,R6)

• 海藻・海草藻場のCO2貯留量算定ガイドブック（水産研究・教育機構,R5）

• 広域藻場モニタリングの手引き(水産庁,R5)

• ひょうごブルーカーボン連絡会議 設置要綱

 藻場再生・創出活動の参考となる資料を記載



26/26参考資料

1 漁業権の設定区域Map、漁業権者一覧

3 潮干狩り場、海水浴場の 区域Mapと管理者一覧

2 海上保安部への手続き、区域Map

代表 共有
区第702号 わかめ 豊岡市⽵野町宇⽇地先 但⾺ −

こんぶ
わかめ
こんぶ
わかめ
こんぶ
わかめ
こんぶ
わかめ
こんぶ

免許番号
漁業権者

漁業種類 漁場の位置

区第703号 但⾺ −美⽅郡⾹美町⾹住区境地先

区第706号 浜坂 −美⽅郡新温泉町三尾字⾼⾒地先

区第704号 但⾺ −美⽅郡⾹美町⾹住区下浜字三⽥地
先

区第705号 但⾺ −美⽅郡⾹美町⾹住区下浜字オッパ
セ地先

 名称 管理者 住所 

1 赤穂唐船サンビーチ 赤穂市漁業協同組合 兵庫県赤穂市御崎 1984-2 

2 新舞子潮干狩場 御津町新舞子観光共同組合 兵庫県たつの市御津町黒崎 

3 姫路白浜海水浴場 白浜海水浴協同組合 兵庫県姫路市白浜町丙 612 

4 成ヶ島 洲本市商工観光課 兵庫県洲本市由良町由良 


